
 平成２９年 

 第４回市議会定例会 議案第１２号 

   函館市営住宅条例の一部改正について 

 函館市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２９年１２月１日提出 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

   函館市営住宅条例の一部を改正する条例 

 函館市営住宅条例（平成９年函館市条例第２９号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第１５条第１項中「次条第３項」を「次条第５項」に，「同条第４項」 

を「同条第６項」に改め，同項ただし書中「入居者から」を「入居者（ 

次条第２項に規定する場合に係る入居者を除く。以下この項において同

じ。）から」に改め，「よる」の後ろに「報告の」を加える。 

 第１６条第４項を同条第６項とし，同条第３項中「前２項」を「第１ 

項および第３項」に改め，「申告」の後ろに「ならびに第２項および前 

項の規定による収入の把握」を加え，同項を同条第５項とし，同条第２ 

項中「前項」を「第１項の規定による収入の申告をせずに前条第１項た 

だし書の規定による家賃が適用された場合において収入を申告しようと 

するとき，または第１項」に，「申告した場合において，」を「申告し， 

もしくは前項の規定により収入を把握された場合において」に，「当該 

申告した」を「当該申告し，もしくは把握された」に改め，同項を同条 

第３項とし，同項の次に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず，入居者が同項に規定するときに該当する 

 と市長において認める場合において，当該入居者が同項の規定による 

 収入の申告をすることが困難な事情にあると市長において認めるとき 

 は，第２項の規則で定める方法により，市長が当該入居者の収入を把 

 握するものとする。 

 第１６条第１項の次に次の１項を加える。 



２ 前項の規定にかかわらず，入居者（介護保険法（平成９年法律第 

 １２３号）第５条の２第１項に規定する認知症である者，知的障害者 

 福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者その他の規則で 

 定める者に該当する者に限る。第４項において同じ。）が前項の規定 

 による収入の申告をすることおよび第３２条第１項の規定による報告 

 の請求に応じることが困難な事情にあると市長において認める場合は， 

 同項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により， 

 市長が当該入居者の収入を把握するものとする。 

 第２５条第１項および第２項中「第１６条第３項」を「第１６条第５ 

項」に改め，同条第４項中「第１６条第２項」を「第１６条第３項」に 

改め，「場合」の後ろに「および同条第４項の規定により収入を把握さ 

れた場合」を加え，「同条第３項」を「同条第５項」に改める。 

 第２７条第１項中「第８条第２項」の後ろに「（第１６条第２項に規 

定する場合にあっては，政令第８条第３項において読み替えて準用する 

同条第２項）」を加える。 

 第３５条および第３６条中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

 第３９条中「第１５条」の後ろに「，第１６条（同条第２項および第 

４項に係る部分に限る。）」を加える。 

 第４１条中「第１６条第３項」を「第１６条第５項」に，「同条第４ 

項」を「同条第６項」に改める。 

 第５６条中「第１５条」の後ろに「，第１６条（同条第２項および第 

４項に係る部分に限る。）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１５条第１項，第１６条第２項から第５項までおよび第 

 ２７条第１項の規定は，平成３０年度以後の年度分の市営住宅の毎月 

 の家賃について適用し，平成２９年度分までの市営住宅の毎月の家賃 

 については，なお従前の例による。 



３ この条例の施行の日から平成３０年３月３１日までの間における改 

 正後の第１６条第２項の規定の適用については，同項中「第５条の２ 

 第１項」とあるのは，「第５条の２」とする。 

 （提案理由） 

 公営住宅法の一部改正に伴い，認知症である者等で収入の申告をする

こと等が困難な事情にある公営住宅等の入居者について，収入の申告等

に代えて市長の調査により把握した収入に応じて家賃を決定することと

し，および公営住宅法施行令の一部改正に伴い規定を整備するため 


